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問問い合わせ先　☎　電話番号最新の情報は市ホームページでご確認いただくか、問い合わせ先へご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント開催の可否、内容の変更などがある場合があります。

※
令
和
4
年
8
月
以
降
に
発
生
す

る
空
き
家
を
見
込
ん
で
入
居
順
位

を
決
め
る
も
の
で
、現
在
空
い
て
い

る
住
戸
に
つ
い
て
募
集
す
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
申
し
込
み
に
は
、資
格
要
件
が
あ

り
ま
す
の
で
、「
募
集
の
し
お
り
」

を
よ
く
読
ん
で
か
ら
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※
し
お
り
は
、期
間
中
市
役
所
１
階

総
合
案
内
お
よ
び
、市
役
所
５
階
建

築
営
繕
課
で
配
布
し
ま
す
。

令
和
4
年
８
月
開
講
障
が
い

者
職
業
訓
練
生
募
集

問
浦
添
職
業
能
力
開
発
校

☎  （
８
７
９
）２
５
６
０

沖
縄
県
で
は
、障
が
い
が
あ
る
人

の
働
き
方
を
支
援
す
る
た
め
、委
託

訓
練
を
行
っ
て
い
ま
す
。

コ
ー
ス
名

施
設
清
掃
業
務
科

定
員

1
人

訓
練
実
施
先

株
式
会
社
国
際
ビ

ル
産
業
（
浦
添
市
勢
理
客
3
‐
9
‐

11
）

訓
練
場
所

ア
イ
ム
・
ユ
ニ
バ
ー
ス

て
だ
こ
ホ
ー
ル（
浦
添
市
仲
間
1
‐

9
‐
3
）

訓
練
期
間

８
月
1
日（
月
）～
10

月
31
日（
月
）の
３
か
月
間

募
集
期
間

６
月
１
日（
水
）～
24

日（
金
）

受
講
料

無
料（
保
険
料
等
は
自
己

負
担
）

申
込
先
住
所
地
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

窓
口（
浦
添
市
在
住
の
人
は
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
那
覇
）

令
和
4
年
度
介
護
保
険
料

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎
（
8
7
6
）1
2
9
1

令
和
4
年
度
介
護
保
険
料
決
定
・

納
入
通
知
書
は
６
月
中
旬
に
発
送

し
ま
す
。年
金
か
ら
保
険
料
を
差
し

引
か
れ
る
人
を
除
き
、第
１
期
納
期

限
は
６
月
30
日（
木
）で
す
。期
限
内

納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

※
令
和
元
年
10
月
の
消
費
税
率
引

き
上
げ
に
伴
い
、第
１
～
３
段
階
の

保
険
料
が
軽
減
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
65
歳
以
上
の
第
1
号
被
保
険
者

で
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
な
ど
に
よ
り
収
入
が
減
少

し
、介
護
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

場
合
は
納
付
の
猶
予
、ま
た
は
減
免

を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

介
護
予
防
教
室
参
加
者
募
集

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎（
8
7
6
）1
2
9
2

７
月
か
ら
介
護
予
防
教
室
を
開

催
し
ま
す
。教
室
に
よ
っ
て
、開
催

日
時
や
場
所
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象

次
の
条
件
す
べ
て
に
当
て

は
ま
る
人　
　
　
　
　
　
　
　
　

①
市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
人

②
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
人

※
当
教
室
に
初
め
て
参
加
す
る
人

を
優
先

申
込
方
法

い
き
い
き
高
齢
支
援

課
へ
電
話
で
予
約
後
、窓
口
で
申
し

込
み
書
を
記
入
。

各
教
室
定
員
に
達
し
次
第
受
け
付

け
終
了
し
ま
す
。ま
た
、教
室
参
加
の

前
に
実
施
す
る
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
、教
室
の
開
催
期
間
等

が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
生
き
い
き
貯
筋
く
ら
ぶ（
筋
ト
レ
）】

期
間

２
か
月
間（
週
２
回
）

費
用
１
か
月
に
つ
き
１
６
０
０
円

場
所

○
メ
デ
ィ
カ
ル
ジ
ム
Ｖ
Ｉ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

○
カ
ー
ブ
ス
浦
添
宮
城
、浦
添
バ
ー

ク
レ
ー（
カ
ー
ブ
ス
は
女
性
専
用
）

【
い
ま
い
ゆ
く
ら
ぶ（
水
中
運
動
）】

期
間

２
か
月
間（
週
２
回
）

費
用
１
か
月
に
つ
き
１
６
０
０
円

場
所

Ｊ
Ｓ
Ｓ
浦
添
ス
イ
ミ
ン
グ

ス
ク
ー
ル

令
和
4
年
度
浦
添
市
民
住
宅・

子
育
て
支
援
港
川
宿
舎
空
き

家
待
ち
入
居
候
補
者
募
集

問
株
式
会
社
レ
キ
オ
ス・
ア
ス

リ
ン
ク
ホ
ー
ム
株
式
会
社
Ｊ
Ｖ

☎  （
９
４
３
）５
７
２
２

問
建
築
営
繕
課

☎（
8
7
6
）1
2
5
1

子
育
て
支
援
を
目
的
と
し
た
市

民
住
宅
の
空
き
家
待
ち
入
居
候
補

者
募
集
を
行
い
ま
す
。

募
集
す
る
住
宅

浦
添
市
民
住
宅
・

子
育
て
支
援
港
川
宿
舎

「
募
集
の
し
お
り
」配
布
お
よ
び
申

し
込
み
受
付
期
間

①
6
月
13
日（
月
）～
24
日（
金
）は

株
式
会
社
レ
キ
オ
ス
へ
郵
送
。当
日

消
印
有
効
。

②
６
月
13
日（
月
）~
17
日（
金
）の

間
、午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分
は

市
役
所
5
階
入
札
室
で
し
お
り
の

配
布
と
直
接
申
し
込
み
を
受
け
付

け
ま
す
。

浦添市役所（代）☎（876）1234

子
育
て
・
教
育

児
童
手
当
の
支
給

問
こ
ど
も
家
庭
課

☎
（
8
7
6
）1
2
8
0

児
童
手
当
・
特
例
給
付
の
支
給
日

は
６
月
10
日（
金
）で
す
。

６
月
期
の
振
り
込
み
で
は
、令
和

4
年
２
月
分
か
ら
５
月
分
ま
で
を

支
給
し
ま
す
。通
帳
を
記
帳
し
て
振

り
込
み
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
口
座
へ
入
金
さ
れ
る
時
間
帯
は

金
融
機
関
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
令
和
4
年
３
月
で
世
帯
に
お
け

る
全
て
の
対
象
児
童
が
中
学
校
を

卒
業
し
、児
童
手
当
の
支
給
事
由
が

消
滅
し
た
人
に
は
、今
回
の
振
り
込

み
で
令
和
4
年
２
月
か
ら
３
月
分

ま
で
の
２
か
月
分
の
手
当
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト・セ
ン

タ
ー
利
用

問
浦
添
市
フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー

ト・セ
ン
タ
ー

☎
（
８
７
０
）０
０
７
３

☎
0
8
0（
1
5
3
4
）0
0
7
3

生
後
３
か
月
～
小
学
６
年
生
ま

で
の
子
育
て
家
庭
を
サ
ポ
ー
ト
し

ま
す
。

育
児
の
援
助
を
受
け
た
い
人
と

援
助
を
行
い
た
い
人
と
の
相
互
援

助
を
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
し
ま
す
。

※
利
用
前
に
会
員
登
録
が
必
要
で

す
。

フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト
ひ
と
り

親
家
庭
等
サ
ポ
ー
ト
券
交
付

問
浦
添
市
フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー

ト・セ
ン
タ
ー

☎
（
８
７
０
）０
０
７
３

☎
0
8
0（
1
5
3
4
）0
0
7
3

ひ
と
り
親
世
帯
等
の
人
を
対
象

に
利
用
料
金
の
一
部
補
助
制
度
が

あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
電
話
で
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

令
和
4
年
度
発
達
支
援
教
育

保
育
に
関
す
る
個
別
相
談

問
こ
ど
も
未
来
課
教
育
保
育
係

☎
内
線
3
6
0
2・3
6
2
6・

3
6
2
9

市
内
の
認
可
保
育
所（
園
）・
認
定

こ
ど
も
園
の
発
達
支
援
教
育
保
育

に
関
す
る
相
談

日
時
６
月
15
日（
水
）~
21
日（
火
）

の
午
後
1
時
10
分
~
午
後
5
時
10

分（
土
・
日
除
く
）

※
1
組
あ
た
り
30
分
程
度

場
所

市
役
所
7
階

対
象

令
和
５
年
度
よ
り
市
内
の

認
可
保
育
所（
園
）・
認
定
こ
ど
も
園

で
発
達
支
援
教
育
保
育
を
検
討
し

て
い
る
児
童
の
保
護
者

費
用

無
料

定
員

１
日
あ
た
り
６
組
程
度

申
し
込
み

こ
ど
も
未
来
課
へ
電
話

予
約

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

予
防
の
観
点
か
ら
、感
染
拡
大
状
況

に
よ
り
日
程
を
変
更
す
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

高齢者活躍人材確保育成事業

TEL（098）871-0330
（公社）沖縄県シルバー人材センター連合

期間：6月27日（月）～6月30日（木）
開催地：那覇市内／受講料：無料

介護補助スタッフ講習

浦添市内にお住いでシルバーセンターに会員登録を
希望する60歳以上の方 お問合せ下さい!

●❶

●❺

●❷

●❻

●❸

●❼

●❹

●❽

▼ただし、以下の人は、現況届の提出が必要です。

現況届の提出が原則不要になります

児童手当制度の一部が変わります！

　令和４年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、
毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要になりま
す。5月下旬～6月上旬頃に、現況届の提出が必要な人にの
み現況届を送付します。

※上記に該当する人で、現況届が届いていない場合は、
　問い合わせください。

●離婚協議中で配偶者と別居している人

●配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が
　実際の居住地と異なる人
●戸籍および住民票がない児童を養育している人
●法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
●施設等入所者(里親も含む)
●その他状況を確認する必要がある人

▼過年度分の現況届が未提出の人について

令和4年6月から

改正
1 特例給付の支給に関わる所得上限額の新設

　今回の児童手当法の一部改正に伴い、「所得上限限度額」が新設されま
した。令和４年10月支給分（6～9月分）から、児童を養育している人の所
得が下表の●B 以上の場合、児童手当等は支給されません。 

※離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを
　浦添市で把握できていない人も対象です。

　令和２年度、令和３年度の現
況届の提出が確認できず一時
差し止め中の人は、当該年度の
現況届の提出が必要です。

改正
2

０人
１人
２人
３人
４人

622万円
660万円
698万円
736万円
774万円

833.3万円
875.6万円
917.8万円
960万円
1002万円

858万円
896万円
934万円
972万円
1010万円

1071万円
1124万円
1162万円
1200万円
1238万円

扶養
親族等の
人数

所得額

制限額を超えると
児童1人あたり5,000円/月支給

●A 所得制限限度額
上限額を超えると
支給無し

●B 所得上限限度額

収入額の目安 所得額 収入額の目安

※扶養親族等の数とは…所得税法上の同一生計配偶者、扶養親族（里親などに委託
　されている児童や施設に入所している児童を除く。）および扶養親族等でない児童
　で、前年の12月31日時点で生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応
　じて、限度額は、１人につき38万円（扶養親族等が同一生計配偶者（70歳以上の者
　に限ります。）または老人扶養親族であるときは44万円）を加算した額となります。
※収入額の目安とは…給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際に
　は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。

●児童手当等が支給されなくなった翌年度に、所得が●B を下回った場合、
　改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
●児童手当等が支給されなくなった後、その年度内に税更正を行い所得
が●B を下回った場合は、申請不要で再認定します。

新設

【問い合わせ】 こども家庭課 ☎（876）1280




